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備讃瀬戸

海上交通センター

1987年7月運用開始

関門海峡

海上交通センター

1989年6月運用開始

東京湾

海上交通センター

1977年2月運用開始

名古屋港

海上交通センター

1994年7月運用開始

来島海峡

海上交通センター

1998年1月運用開始

大阪湾

海上交通センター

1993年7月運用開始

業務は、レーダー、ＡＩＳ、テレビカメラの映像等に
より、船舶動静を確認し、船舶交通の安全に必要な
「情報提供」、大型船舶の「航路入航間隔の調整」で
ある。

伊勢湾

海上交通センター

2003年7月運用開始

１ 海上交通センターの管制業務
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海上交通センター

【情報提供（情報）】
「情報（ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ）。この先の
海域で漁船が操業しています。」

【情報提供（警告）】
「警告（ＷＡＲＮＩＮＧ）。前方の船舶に接
近しています。十分注意してください。」

【指示】
「指示（ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ）。航路の視界が不
良なので、航路外に待機せよ。」

【勧告】
「勧告（ＡＤＶＩＣＥ）。工事作業区域に向か
っています。針路を変えてください。」

気象現況
【霧】

操業漁船

工事・作業等海域

【通航編成】（入航間隔の調整）
「入航時間を●時●分に変更せよ」
「Ａ丸の後に続いて航行してください。」

入航時間の変更・順番
巨大船等の入航間隔の調整

【情報収集】 動的情報（レーダー・AIS・テレビカメラ等）、静的情報（海上保安部署・港長・気象台・港湾管理者・代理店等）
【情報提供】 VHF無線電話、中短波ラジオ、AISメッセージ、船舶電話、ホームページ、電光表示板、巡視船艇等

① 海上交通センターの運用管制官業務（概要）
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情報提供可能海域

情報聴取義務海域

航路

【業務概要】

１ 巨大船等からの通報受理
管制計画の作成

２ 巨大船等に対する指示
イ 視界制限時の航路外待機
指示

ロ 巨大船等に対する指示
・ 航路入航予定時刻の変更
・ 進路警戒船等の配備

３ 船舶の動静監視

４ 航法遵守・危険防止のため
の勧告

５ 船舶の安全航行に必要な
情報の収集、提供

② 例 東京湾海上交通センター業務（概要）
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ＳＯＬＡＳ条約

「1974年の海上における人命の安全のた
めの国際条約」

ＩＭＯ決議 A.857(20)

(ＶＴＳガイドライン)

ＶＴＳマニュアル

・第Ⅴ章 航行の安全

第１２規則「船舶通航業務」（Vessel Ｔraffic Services)

ＶＴＳを計画、実施する政府は、ＩＭＯガイドラインに従
う旨が規定

・初のガイドライン決議（1985年）

・付属書１「ＶＴＳに係る指針及び標準」（1997年）

2.3項において、VTS業務の種類

3.3項「VTSの手引き」においては、IALAマニュアルの

利用を図ることを規定

・ＶＴＳ委員会設立（東京総会）（1980年）

・ＶＴＳマニュアル（1993年,1998年～2008年、逐次）

VTSの新規導入及びシステムの機能向上を検討す
る政府に、指針と助言を与えることを目的に策定

【国際条約】

【ＩＭＯ】

【ＩＡＬＡ 国際航路標識協会】

２ 海上交通管制の国際的な位置づけ
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2.3 ＶＴＳ業務 （ ＩＡＬＡ VTSマニュアル ）

2.3.1 情報提供業務 （意思決定過程を支援）

2.3.2 航行支援業務 （意思決定過程を支援し、その効果を監視）

2.3.3 通航編成業務 （航行船舶を安全かつ能率的に移動）

2.3.4

船舶がとるべき針路又は機関操作のような詳細な操船内容につ
いては乗船中の船長又は水先人の判断に任せる

べきである。ＶＴＳ業務の運営が、安全な航海に係る船長責任を侵
害しないよう、また、伝統的な船長と水先人の関係を妨害すること
のないよう配慮されるべきである。

ＩＭＯ決議Ａ．８５７（２０）のガイドライン

ＶＴＳ業務（航空管制との違い）

海上交通センター業務の「情報提供」業務は、「情報提供
業務」と「航行支援業務」を含んでいる。

ポイント 1

ポイント 2
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○情報収集能力の向上による詳細な危険海域や
避難海域の情報提供

○LNG船やタンカー等の危険な船舶に対する衝
突回避・避難誘導等の実施

○航行船舶に的確な情報提供ができていない空
白海域を解消し、安全性の向上が図られる。

○信号待ち・渋滞の解消を通じた運航効率の向
上が図られる。

発災時における一元化の効果

安全性と運航効率の向上の実現

○大規模災害発生時における船舶の安全かつ円
滑な避難と被害の極小化

○船舶の大型化やＬＮＧ運搬船の増加により、港
湾機能の麻痺や港湾地域の生活環境が脅かさ
れるような大規模海難が発生する蓋然性が高ま
ることから、経済活動の集中する港内の安全性
を確保

取組

一元的な海上交通管制の構築

災害発生時の海上交通機能の維持、ダメージの最小化

東京湾の国際競争力の強化（経済成長）に貢献

効
果

東京湾海上交通センター及び４つの港内交
通管制室を統合し、東京湾内の船舶の一元
的な動静監視及び航行管制を実現

東京港

千葉港

川崎港

観音埼

避難海域

海上交通管制の一元化のイメージ

避難海域への

移動命令

油流出海域

の明示

の明示

沈没船海域

新海上交通センター

（横浜第二合同庁舎）

＃
4
5

横浜港

統合

３ 将来展望 「東京湾における一元的な海上交通管制の構築」
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① 大規模災害時の管制イメージ

錨泊

○情報収集能力の向上による詳細な危険海
域や避難海域の情報提供

○LNG船やタンカー等の危険な船舶に対する
衝突回避・避難誘導等の実施

発災時における一元化の効果

開発保全航路
（待機泊地分）

開発保全航路

緊急確保航路

港湾法

入湾

避泊錨地情報
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管制船

管制船以外の船

管制水路

管制航路

○航行船舶に的確な情報提供ができていない空
白海域を解消し、安全性の向上が図られる。

○管制船は、新海上交通センターの指示・情報提
供を受け、信号待ち・渋滞のないノンストップ航行
が実現できる。

○管制船以外の船は、管制船の影響を受けること
がないように情報提供を受け、信号待ち・渋滞を
避けられるシームレスな航行環境を享受できる。

安全性と運航効率の向上の実現

② 平時の管制イメージ

シフト船の
横切り

信号所

ＩＩ ＩＩ

出航信号 入航信号

O I

交差を避ける調整

ＳＴＯＰ
ＧＯ

ＳＴＯＰ
ＧＯ

管制船
10 11

備讃瀬戸海上交通センターでは、既に一元的
な管制を実施
・海上交通安全法の水島航路の管制
・港則法の水島港内航路の信号管制（水島信
号所の運用）

③ 一元的な管制の実現に向けて

備讃瀬戸・水島港 東京湾・京浜港、千葉港（入航）

信号所

ＩＩ ＩＩ

出航信号 入航信号

O I

• ＡＩＳなど各種センサーからのデータをもとに、船舶の行動パターン
をモデル化

• 航路内の船舶の船体長、船種等の分布を確率的に算出し、膨大
な擬似データを作成

• コンピュータ上に仮想航路（空間モデル）を設定し、船舶を同航路
内に擬似的に航行させるエミュレータを作成

• 船舶追跡フィルタ（カルマンフィルタ、パーティクルフィルタ等）によ
り、船舶の将来の動きを予測

航路航行中の船舶同士の衝突予測の判定に一部採用予定

④ 船舶の動態予測

交通モデルに航路通報等の情報を処理して最適化
（ネットワークシミュレーション） ⇒ ダイヤグラム

【ビッグデータの活用】
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【参考図】 ネットワークシミュレーション（１）

北航船（入湾・入港） 南航船（出湾・出港）

（公社）日本海難防止協会
「東京湾における管制一元化に係る調査研究」出典
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【参考図】 ネットワークシミュレーション（２）

横切り船（各港シフト） 統 合

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

（錨泊）

中ノ瀬西方整流No.3

中ノ瀬西方整流No.2

管制計画ダイヤグラム処理

時間（詳細）
6時 7時 8時

市原航路 Ｏ Ｉ Ｏ

横浜航路 Ｏ Ｉ Ｏ Ｉ Ｏ

（No.1,2ブイ）

アクアライン整流No.2

Ｉ

千葉航路
（No.1,2ブイ）

市原航路
（No.1,2ブイ）

横浜航路

管

制

信

号

（

予

定

）

千葉航路 Ｏ Ｉ Ｏ

浦賀中央No.6

浦賀中央No.5

※Pステーション

【参考図】 ダイヤグラムイメージ

千葉港

横浜港

横浜港（根岸）

浦賀中央1番ブイ

入航信号⇒出航信号
切替時間

信号
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交通政策審議会海事分科会 第２回船舶交通安全部会（平成27年2月）資料抜粋

実施事項 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

海上交通センター及び港内交

通管制室の統合

船舶の動静監視海域の拡大

(次世代管制業務支援システム構築)

船舶の情報聴取義務・勧告等実

施海域の拡大（制度の見直し）

大規模災害発生時の安全な避

難誘導方法の構築

伊勢湾、大阪湾等における交通管制の
一元化計画

東京湾の交通管制一元化：平成２９年度末運用開始

レーダー・監視カメラ・信号板、運用卓等の高度化、管制業務支援システム、局舎改修等の整備

統合スケジュールの検討

運用体制の方針決定（組織・定員要求等）

管制マニュアルの作成（ＢＣＰの検討を含む）
庁舎移転手続き 庁舎改修整備

湾外～港内交通流解析による一元管制、管制信号との連帯制御、衝突予測の構築一元化にかかる調査設
計の実施

非常時の避難船舶の管制、ＡＩＳ仮想航路標識表示の構築

拡大海域の検討・省令改正手続の検討

制度見直し作業

適切な避難経路等の検討
港湾局及び海事局と連携した避難海域の運用要領策定

制度改正

一元化等における安全性及び運航効率の向上の検討・整理 整備計画の策定

方針

東

京

湾

試験運用

推進スケジュール

横浜先行整備、運用開始

⑤ 推進スケジュール
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４ おわりに

１ ふくそう海域における新たな安全対策の
強化

２ 新しい管制業務支援システムの開発と
整備

３ 海上交通分野における国際的な「管制」
の位置づけを踏まえた運用管制官業務
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ご清聴ありがとうございました。


